
　
門
は
、鯱し
ゃ
ちを

持
つ
本ほ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

瓦
葺
で
す
。

構
造
は
、
城
郭
や
寺
社
に
よ
く
使

わ
れ
る
本
柱
と
控
柱
を
腕
木
で

つ
な
ぎ
、
腕
木
は
本
柱
の
上
部
に

肘
木
を
使
用
し
た
、「
一
間
一
戸
」

と
呼
ば
れ
る
形
式
で
す
。「
一
間

一
戸
」
と
は
、
柱
と
柱
の
間
が
一

間
（
約
１・８
メ
ー
ト
ル
）
あ
り
、

戸
（
通
路
）
が
一
つ
の
門
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。

　
ま
た
、
妻
部
分
の
下く
だ
り
げ
ぎ
ょ

懸
魚
や
、

蟇か
え
る
ま
た
股
（
寺
社
建
築
な
ど
で
、
梁
や

桁
に
設
置
し
て
荷
重
を
支
え
る
た

め
に
下
側
が
広
く
な
っ
て
い
る
部

材
）
の
部
分
に
、
緻
密
な
雲
龍
の

彫
刻
が
施
さ
れ
、
外
観
に
多
く
の

彫
刻
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
る
な
ど
、

江
戸
時
代
末
期
の
華
麗
で
優
れ
た

意
匠
と
技
術
を
見
る
こ
と
が
で
き

で
、
岡
山
藩
の
筆
頭
家
老
で
あ
っ

た
伊い

ぎ木
氏
も
し
ば
し
ば
訪
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
院
に
は
、正
徳
４
（
１
７
１
５
）

年
に
、
家
老
で
あ
る
伊
木
家
５

代
目
と
な
る
伊
木
忠た
だ
よ
し義

に
よ
り

再
建
さ
れ
た
玄
関
や
、
文
政
12

（
１
８
２
９
）
年
に
建
て
ら
れ
た

薬や
く
い
も
ん

医
門
形
式
の
表
門
、
ま
た
、

水す
い
き
ん
く
つ

琴
窟
を
持
つ
庭
園
が
残
っ
て
い

ま
す
。

薬
医
門
の
歴
史

　
薬
医
門
は
、
光
明
院
の
表
門
と

し
て
、
棟
梁
・
大
工
・
鍛
冶
屋
は

邑
久
町
上
山
田
（
明
治
時
代
ま
で

は
隣
村
）
の
職
人
に
よ
り
建
立
さ

れ
ま
し
た
。

静
円
寺　

光
明
院　

薬
医
門

ま
す
。

　
昭
和
61
（
１
９
８
６
）
年
に
邑

久
町
指
定
文
化
財
と
な
り
、
現
在

は
、
瀬
戸
内
市
指
定
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
12
月
に
行
わ
れ
た
修
復

　

薬
医
門
は
、
制
作
か
ら
約

２
０
０
年
ほ
ど
経
過
し
、
天
井
の

構
造
材
が
痩
せ
る
な
ど
老
朽
化
が

進
ん
で
い
た
た
め
、
令
和
６
年
12

月
に
修
復
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
修
復
で
は
、
江
戸
時
代
末

2025.    69

薬医門

期
の
建
築
様
式
を
永
く
後
世
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
で
き

る
限
り
旧
部
材
を
取
り
換
え
る
こ

と
な
く
、
瓦
や
、
瓦
を
支
え
る
屋

根
の
構
造
材
な
ど
の
一
部
を
取
り

換
え
ま
し
た
。

蟇股部分にある雲龍の彫刻蟇股部分にある雲龍の彫刻

瀬
戸
内
発
見
伝

巻
之
百
五
十
七

静
円
寺
の
歴
史

　

瀬
戸
内
市
邑
久
町
本
庄
横
尾
に

所
在
す
る
静じ
ょ
う
え
ん
じ

円
寺
は
、
天
平
２

（
７
３
０
）
年
に
行
基
が
創
建
し

た
と
さ
れ
る
真
言
宗
の
寺
院
で
、

備
前
四
十
八
ヶ
寺
の
一
つ
に
も
数

え
ら
れ
る
大
寺
院
で
も
あ
り
ま
す
。

　
静
円
寺
は
、
本
寺
に
付
属
す
る

子
院
（
坊
）
を
持
つ
形
態
を
し
て

お
り
、
か
つ
て
は
33
坊
を
数
え
る

大
寺
院
で
し
た
が
、
火
災
な
ど
に

よ
り
大
部
分
が
消
失
し
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
光
明
院
と
安
楽
院
、

地
蔵
院
の
３
院
が
残
っ
て
い
ま
す
。

光
明
院
の
歴
史

　

光
明
院
は
、
静
円
寺
の
本
坊

　イノシシなどの野生鳥獣が人里にあらわれる一
番大きな理由は、人里が１年間を通して、美味し
く、大量に、確実にエサがある環境だからといわ
れています。人里に近づくうちに、魅力的で栄養
豊富なエサがあることを学習し、たびたび出没し
ます。本来ならばエサ不足となるはずの個体が冬
を生き延び、春に繁殖するのです。

なぜ被害が発生するの？なぜ被害が発生するの？

どうすれば被害を防げる？どうすれば被害を防げる？
　イノシシなどの野生鳥獣による被害を減らすには、「捕獲による対策」と「防護による対策」の両方で被害対策を
進める必要があります。

　農作物を鳥獣被害から守るには、農地を防護柵で囲うことが基本であり、効果的な方法です。市では、防護柵の設置にか
かる費用（資材購入費）の一部を補助しています。

対象者 対象となる事業 防護柵の種類 要件 補助率および補助額

農業従事者、
農業法人など

農作物を鳥獣被害から守る
ための防護柵の設置
※工賃や配送料などは対象で
　はありません。
※補助金の交付を受け防護柵
　を設置したことがある農地
　は、交付確定日の翌日から
　８年を経過するまでは、補
　助対象になりません。

個別柵
※個々の農業従事
　者などが整備す
　る防護柵

設置延長
200m未満

１/４
 （1）電気柵 125 円 / ｍ以内
 （2）金網柵 250 円 / ｍ以内

設置延長
200m以上
または
受益者３戸以上

１/２
 （1）電気柵 250 円 / ｍ以内
 （2）金網柵 500 円 / ｍ以内

集落柵
※集落として一体
　整備する防護柵

３ha 以上の
農地かつ
受益者３戸以上

３/４以内

防護柵の設置を支援しています防護柵の設置を支援しています

自治会として取り組む対策（集落環境整備など）を支援しています自治会として取り組む対策（集落環境整備など）を支援しています
　市では、自治会として集落環境整備や集落柵の維持管理などの鳥獣被害対策に取り組む場合に、費用の一部を補助してい
ます。

対象者 対象となる事業 対象となる経費（主なもの） 補助率および補助額

自治会など

①緩衝帯整備
②放置果樹除去
③集落柵維持管理
④鳥獣の潜み場等除去　など

耕運機、草刈機等借上料
燃料費、替刃代
作業委託料、傷害保険料
防護柵修繕用資材（集落柵のみ）　など

上限 20 万円
①、④：42 円 /㎡
②、③：対象経費の
　　　　２/３以内

【注意事項】補助金の交付決定前に実施・購入した費用は対象となりません。申請をお考えの場合は、事前に
　　　　　  お問い合わせください。被害相談にも応じています。

8広報 せとうち No.247

捕獲による対策（加害獣の捕獲）

農地や人里に執着する

野生鳥獣を捕獲する

防護による対策（電気柵・金網柵など）

農作物を防護柵で

覆い、野生鳥獣に

味を覚えさせない

侵入リスクの軽減

行動を制限し、
わなへ誘導

　産業振興課
☎０８６９-２４ -７２２１
問

防ごう
鳥獣被害




